
トラックでの荷役作業時における
安全対策の強化について

労働安全衛生規則の改正
施行：2023年10月1日より（一部2024年2月1日より）



騒音障害防止対策の管理者の選任が必要になります。

騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と推計）が追加

聴覚保護具の選定基準の明示化されます。

騒音健康診断の検査項目が見直しされました。

※貨物自動車の定義については巻末資料参照



騒音障害防止対策の管理者の選任が必要になります。

騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と推計）が追加

騒音健康診断の検査項目が見直しされました。

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の
範囲がかくだいされます。

これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としてお
りましたが、新たに最大積載量2トン以上

5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備
の設置及び保護帽の着用が義務づけられます

（一部例外あり）。



各社で準備、並びにご対応をお願いします。

ご参考（出典）： https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230807K0020.pdf

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230807K0020.pdf


Ｑ：『脚立』『移動梯子（滑り止めがある物に限る）』や
『踏み台』『立ち馬』は昇降設備として認められるのか？

A：昇降設備として認められます

Ｑ：トラックの車体に取り付けられている『足掛け（固定梯子）』は
昇降設備として認められるのか？

A：昇降設備として認められます

Ｑ：『馬足場』は昇降設備として認められるのか？

A：『馬』自体が『踏板』の役目を持たない為、
昇降設備として認められません

Ｑ：ルールが不遵守の場合の法的罰則はあるのか？

A：6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
安衛法第１１９条に該当労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じなかった場合



昇降設備として認められている身近な物とは？

脚立 立ち馬

梯子（滑り止め付）

リアステップ サイドステップ あおり内形
回転式ステップ

格納式リア
階段ステップ



その他トラック昇降設備のご紹介（一例）



その他、留意点のご紹介
テールゲートリフター 中間位置で停止させて使用

貨物自動車に設置された昇降ステップ 乗降グリップ推奨 可搬式の踏み台 乗降グリップ推奨



Ｑ：現場で使用しているヘルメットは保護帽の扱いとなるのか？

A：安衛法内では「保護帽」と呼ばれるが、「ヘルメット」と同様です。

安衛法第４２条の規定に基づく「保護帽の規格」に適合した

ものを使用してください



騒音障害防止対策の管理者の選任が必要になります。

騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と推計）が追加

聴覚保護具の選定基準の明示化されます。

騒音健康診断の検査項目が見直しされました。

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す
作業への特別教育が義務化されます

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4 時間、実技
教育2 時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要
になります。



各社で準備、並びにご対応をお願いします。



Ｑ：特別教育の未受講者が当該作業に従事した場合の法的罰
則はあるのか？

A：6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

安衛法第６１条に該当

（就業制限）

当該業務に係る資格を有する者でなければ、

当該業務に就かせてはならない。



騒音障害防止対策の管理者の選任が必要になります。

騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と推計）が追加

運転位置から離れる場所の措置が一部改正されます

運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、
原動機の停止義務が除外されます。
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。



各社で準備、並びにご対応をお願いします。

運転席（位置）の
原動機（エンジン）
スイッチ

テールゲートリフター
操作スイッチ



Ｑ：テールゲートリフターを操作する時、逸走防止装置を実施

しなかったの場合の法的罰則はあるのか？

A：6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

安衛法第１１９条に該当

労働者の危険または健康障害を防止するための措置を

講じなかった場合



用語解説



貨物自動車とは？
貨物自動車とは、主に貨物を運搬する自動車である。
日本における貨物自動車は主に以下の種類で分類される。

1.使用用途（区分）

2.サイズ（大きさ、重さ、積載量）

3.架装
次ページでは主に建設現場で使用されるであろう貨物自動車について解説する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A8%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A


使用用途による貨物自動車の区分表示とは？

該当可否

上記車両（2t以上）を使用される協力会社様は当該法令が適用されます。

各社所有の車両並びに
レンタル時の確認にお役
立てください。↓



サイズ（積載量等）による貨物自動車の分類
該当可否

各社所有の車両並びに
レンタル時の確認にお役
立てください。↓



架装による貨物自動車の分類①

上記車両（2t以上）を使用される協力会社様は当該法令が適用されます。



架装による貨物自動車の分類②

上記車両（2t以上）を使用される協力会社様は当該法令が適用されます。



架装による貨物自動車の分類③

上記車両（2t以上）を使用される協力会社様は当該法令が適用されます。



架装による貨物自動車の分類④

上記車両（2t以上）を使用される協力会社様は当該法令が適用されます。


